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▲Universal Oneサービス契約約款（第２編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 
実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第２編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 
実施 平成23年５⽉10⽇ 

⽬次 
第１章〜第４章 （略） 
第５章 付加機能 
   第39条 付加機能の提供    17 
   第40条 付加機能の最低利⽤期間  17 
   第41条 付加機能の利⽤の⼀時中断  17 
   第42条 利⽤の都度意思表⽰を⾏うことにより利⽤する付加機能 17 
第６章〜第14章 （略） 
別記〜料⾦表 （略） 

⽬次 
第１章〜第４章 （略） 
第５章 付加機能 
   第39条 付加機能の提供  17 
   第40条 削除 
   第41条 付加機能の利⽤の⼀時中断  17 
   第42条 利⽤の都度意思表⽰を⾏うことにより利⽤する付加機能 17 
第６章〜第14章 （略） 
別記〜料⾦表 （略） 

   第１章〜第４章 （略） 

   第５章 付加機能 

   第１章〜第４章 （略） 

   第５章 付加機能 
第39条 （略） 第39条 （略） 
（付加機能の最低利⽤期間） 
第40条 付加機能（当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。）

には、料⾦表第１表（料⾦）に定めるところにより最低利⽤期間があります。 
２ 前項の最低利⽤期間は、付加機能の提供を開始した⽇を起算開始⽇として１年間としま

す。 

第40条 削除 

３ 当社は、前項の最低利⽤期間内に付加機能の廃⽌（当社が別に定める理由によるものを
除きます。）⼜は利⽤内容の変更があった場合は、当社が定める期⽇までに、料⾦表第１
表に規定する額をＶＰＮ契約者（ＶＰＮ（イーサアクセス）契約者を含みます。以下、本
章において同じとします。）から⽀払っていただきます。 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める付加機能は、料⾦表第１表に規定するイー
サネット通信サービス接続機能とします。

（注２）本条第３項に規定する当社が別に定める理由による付加機能の廃⽌は、他社接続契
約者回線が別記５の(1)に掲げる協定事業者の契約約款及び料⾦表に規定する後⾏回線と
なる場合であって、その後⾏回線が漏えいによる影響を与える等により利⽤中⽌となった
後に、その協定事業者によって別記５の専⽤等契約が解除となることによりＶＰＮ契約が
解除となる場合によるものとします。 

第41条〜第42条 （略） 第41条〜第42条 （略） 
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   第６章〜第14章 （略）    第６章〜第14章 （略） 
  
別記 （略） 別記 （略） 
  
料⾦表 
通則 （略） 

料⾦表 
通則 （略） 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本料⾦ 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本料⾦ 

  １ ＶＰＮ契約に係るもの 
   １－１ 適⽤ 

  １ ＶＰＮ契約に係るもの 
   １－１ 適⽤ 

 区   分 内          容   区   分 内          容  
 (1)〜(5) （略） （略）   (1)〜(5) （略） （略）  
 (6)  付加機能の

最低利⽤期間内
に付加機能の廃
⽌等があった場
合の料⾦の適⽤ 

ア 付加機能（イーサネット通信サービス接続機能に限りま
す。以下この欄において同じとします。）には、最低利⽤期
間があります。 

イ アの場合において、付加機能の廃⽌と同時に、新たにその
所属ＶＰＮグループ内の他のＶＰＮ契約で付加機能の利⽤
を開始する場合、付加機能の最低利⽤期間の起算開始⽇は、
なお従前のとおりとします。 

  (6) 削除 削除  

  ウ 当社は、付加機能の最低利⽤期間内に付加機能の廃⽌があ
った場合は、第53条（基本料⾦の⽀払義務）及び料⾦表通則
の規定にかかわらず、残余の期間（廃⽌のあった⽇の翌⽇か
ら起算して最低利⽤期間の満了⽇までとします。）に対応す
る付加機能使⽤料（イーサネット通信サービス接続機能（接
続速度に係るものに限ります。）に係るものに限ります。以
下この欄において同じとします。）を当社が定める期⽇まで
に、ＶＰＮ契約者（ＶＰＮ（イーサアクセス）契約者を含み
ます。以下、本欄において同じとします。）から⼀括して⽀
払っていただきます。 

     

  エ 当社は、付加機能の最低利⽤期間内に付加機能の利⽤内容
の変更があった場合であって、変更前の付加機能使⽤料に残
余の期間（変更のあった⽇の翌⽇から起算して最低利⽤期間
の満了⽇までとします。以下エにおいて同じとします。）を
乗じて得た額から変更後の付加機能使⽤料に残余の期間を
乗じて得た額を控除し残額があるときは、その額を当社が定
める期⽇までに、ＶＰＮ契約者から⼀括して⽀払っていただ
きます。 

     

 (7)〜(13) （略） （略）   (7)〜(13) （略） （略）  
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   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ （略） 

   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ （略） 

    １－２－２ 付加機能使⽤料 
     (1) (2)以外のもの 

    １－２－２ 付加機能使⽤料 
     (1) (2)以外のもの 

 区      分 単位 料  ⾦  額   区      分 単位 料  ⾦  額  
   臨 時 以 外 の

もの（⽉額） 
臨時のもの 
 （⽇額） 

    臨 時 以 外 の
もの（⽉額） 

臨時のもの 
 （⽇額） 

 

 優先制御機能〜利⽤者認証サービス接続
機能 （略） 

（略） （略） （略）   優先制御機能〜利⽤者認証サービス接続
機能 （略） 

（略） （略） （略）  

 イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
通
信
サ
ー
ビ
ス
接
続
機
能 

この機能を利⽤
するＶＰＮサー
ビスに係る電気
通信設備を介し
て、ＶＰＮグルー
プ回線と当社が
別に定める当社
の提供する電気
通信サービスに
係る電気通信回
線との間で通信
を⾏うことがで
きるようにする
機能 

接続速度が１
Mbit/sのもの 

１ の Ｖ
Ｐ Ｎ グ
ル ー プ
ごとに 

212,000円 
(233,200

円) 

－   削除  

 接続速度が２
Mbit/sのもの 

 225,000円 
(247,500

円) 

－        

 接続速度が３
Mbit/sのもの 

 240,000円 
(264,000

円) 

－        

 接続速度が４
Mbit/sのもの 

 260,000円 
(286,000

円) 

－        

 接続速度が５
Mbit/sのもの 

 280,000円 
(308,000

円) 

－        

 接続速度が６
Mbit/sのもの 

 340,000円 
(374,000

円) 

－        

 （注）本欄に規定
する当社が別
に定める当社
の提供する電
気通信サービ
スは、Univers

接続速度が７
Mbit/sのもの 

 365,000円 
(401,500

円) 

－        

 接続速度が８
Mbit/sのもの 

 380,000円 
(418,000

円) 

－        
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 al Oneサービ
ス契約約款（第
４編）に規定す
る第２種イー
サネット通信
サービス（タイ
プ１に限りま
す。以下この欄
において同じ
とします。）⼜
は第５種イー
サネット通信
サービス（タイ
プ１に限りま
す。以下この欄
において同じ
とします。）と
します。 

接続速度が９
Mbit/sのもの 

 395,000円 
(434,500

円) 

－        

 接 続 速 度 が
10Mbit/s の も
の 

 460,000円 
(506,000

円) 

－        

 接 続 速 度 が
20Mbit/s の も
の 

 550,000円 
(605,000

円) 

－        

  接 続 速 度 が
30Mbit/s の も
の 

 612,000円 
(673,200

円) 

－        

  接 続 速 度 が
40Mbit/s の も
の 

 700,000円 
(770,000

円) 

－        

  接 続 速 度 が
50Mbit/s の も
の 

 795,000円 
(874,500

円) 

－        

  接 続 速 度 が
60Mbit/s の も
の 

 880,000円 
(968,000

円) 

－        

   接 続 速 度 が
70Mbit/s の も
の 

 920,000円 
(1,012,000

円) 

－        

   接 続 速 度 が
80Mbit/s の も
の 

 1,000,000
円 

(1,100,000
円) 

－        

   接 続 速 度 が
90Mbit/s の も
の 

 1,080,000
円 

(1,188,000
円) 

－        

   接 続 速 度 が
100Mbit/s の
もの 

 1,160,000
円 

(1,276,000
円) 

－        
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 備考        
 １ 当社は、ＶＰＮ契約者（ＶＰＮグループ代表者となる者に限ります。）に限り、

この機能を提供します。 
       

 ２ この機能の提供は、第２種イーサネット通信サービスに係る電気通信回線との
間で通信を⾏う場合は第２種イーサネット通信サービスに係る代表者、⼜は第５
種イーサネット通信サービスに係る電気通信回線との間で通信を⾏う場合は第
５種イーサネット通信サービスに係る代表者の承諾を必要とします。 

       

 ３ 当社は、当社が別に定める当社の提供する電気通信サービスに係る契約が解除
された場合、この機能を廃⽌することがあります。 

       

 ４ この機能の申込みにあたっては、この機能に係る接続速度（この機能を利⽤す
るＶＰＮサービスに係る電気通信設備とＶＰＮノード装置との間に割当てられ
た帯域に係る符号伝送速度をいいます。）及び設定するＩＰアドレスに係る条件
をあらかじめ通知していただきます。 

       

 ５ 当社は、この機能に係る接続速度とイーサネット通信サービスの品⽬に係る符
号伝送速度が同⼀の場合に限り、この機能を提供します。 

       

 ６ 当社は、この機能を、臨時ＶＰＮ契約者には提供しません。        
 ７ この機能を利⽤してＩＰｖ６プロトコルによる通信を⾏うことはできません。        
 アプリケーションサービス接続機能〜契

約者回線番号受信機能 （略） 
（略） （略） （略）   アプリケーションサービス接続機能〜契

約者回線番号受信機能 （略） 
（略） （略） （略）  

  
     (2) （略）      (2) （略） 
    １－２－３〜１－２－５ （略）     １－２－３〜１－２－５ （略） 
  ２ （略）   ２ （略） 
 第２〜第３ （略）  第２〜第３ （略） 
  
第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 第２表 ⼯事に関する費⽤ （略） 
 １ （略）  １ （略） 
 ２ ⼯事費の額  ２ ⼯事費の額 

２－１ ＩＰ伝送サービスの提供の開始、区分、品⽬、アクセス速度の区分若しくは通
信の態様による細⽬の変更、加⼊者回線の設置若しくは移転、通信モードの設定、回
線収容部等の変更、アクセス回線共⽤の利⽤、付加機能の利⽤開始若しくは利⽤内容
の変更、回線終端装置の種類の変更等、端末設備の設置、回線相互接続、接続契約者
回線等の接続の変更⼜はその他の契約内容の変更に関する⼯事 

２－１ ＩＰ伝送サービスの提供の開始、区分、品⽬、アクセス速度の区分若しくは通
信の態様による細⽬の変更、加⼊者回線の設置若しくは移転、通信モードの設定、回
線収容部等の変更、アクセス回線共⽤の利⽤、付加機能の利⽤開始若しくは利⽤内容
の変更、回線終端装置の種類の変更等、端末設備の設置、回線相互接続、接続契約者
回線等の接続の変更⼜はその他の契約内容の変更に関する⼯事 

 区       分 単  位 ⼯事費の額   区       分 単  位 ⼯事費の額  
 (1) ネット

ワ ー ク ⼯
事費 

ア 
Ｖ Ｐ
Ｎ 契

Ａ〜Ｂ （略） （略） （略）   (1) ネット
ワ ー ク ⼯
事費 

ア 
Ｖ Ｐ
Ｎ 契

Ａ〜Ｂ （略） （略） （略）  
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  約 に
関 す
る ⼯
事 の
場合 

Ｃ  付 加
機 能 に
関 す る
⼯ 事 の
場合 

優 先 制 御
機 能 〜 利
⽤ 者 認 証
サ ー ビ ス
接 続 機 能 
（略） 

（略） （略）    約 に
関 す
る ⼯
事 の
場合 

Ｃ  付 加
機 能 に
関 す る
⼯ 事 の
場合 

優 先 制 御
機 能 〜 利
⽤ 者 認 証
サ ー ビ ス
接 続 機 能 
（略） 

（略） （略）  

    イ ー サ ネ
ッ ト 通 信
サ ー ビ ス
接続機能 

１のＶＰＮグル
ープごとに 

10,000円 
(11,000円) 

         

    ア プ リ ケ
ー シ ョ ン
サ ー ビ ス
接 続 機 能
〜 セ ッ シ
ョ ン 解 除
機 能 
（略） 

（略） （略）      ア プ リ ケ
ー シ ョ ン
サ ー ビ ス
接 続 機 能
〜 セ ッ シ
ョ ン 解 除
機 能 
（略） 

（略） （略）  

  イ （略） （略） （略）    イ （略） （略） （略）  
 (2)〜(5) （略） （略） （略）   (2)〜(5) （略） （略） （略）  
  
  ２－２ （略）   ２－２ （略） 
第３表 （略） 第３表 （略） 
 
料⾦表別表 

 
料⾦表別表 

 １〜２ （略）  １〜２ （略） 
 ３ 複合利⽤割引 
  (1) 複合利⽤割引（タイプ１） 

 ３ 複合利⽤割引 
  (1) 複合利⽤割引（タイプ１） 

 １ 複合利⽤に係る料⾦の割引の適⽤については次のとおりとします。   １ 複合利⽤に係る料⾦の割引の適⽤については次のとおりとします。  
 (1)〜(6) （略）   (1)〜(6) （略）  
 （注）本欄(1)のアに規定する当社が別に定める電気通信サービスは、電話等サービ

ス、専⽤サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サービス、ＩＰ通信網サービ
ス及びイーサネット通信サービスとします。 

  （注）本欄(1)のアに規定する当社が別に定める電気通信サービスは、電話等サービ
ス、専⽤サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サービス、ＩＰ通信網サービ
ス、イーサネット通信サービス及びUniversal Oneサービス（イーサネット通信サ
ービスから移⾏したものに限ります。）とします。 

 

  
  (2) 複合利⽤割引（タイプ２）   (2) 複合利⽤割引（タイプ２） 
 １ 複合利⽤に係る料⾦の割引の適⽤については次のとおりとします。   １ 複合利⽤に係る料⾦の割引の適⽤については次のとおりとします。  
 (1)〜(6) （略）   (1)〜(6) （略）  
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 （注）本欄(1)のアに規定する当社が別に定める電気通信サービスは、電話等サービ
ス、専⽤サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サービス、ＩＰ通信網サービ
ス及びイーサネット通信サービスとします。 

  （注）本欄(1)のアに規定する当社が別に定める電気通信サービスは、電話等サービ
ス、専⽤サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サービス、ＩＰ通信網サービ
ス、イーサネット通信サービス及びUniversal Oneサービス（イーサネット通信サ
ービスから移⾏したものに限ります。）とします。 

 

  
 


